
ケアハウス東山 特定施設入居者生活介護基本料金 

 

（１）入居後に利用料合計金額の２ヶ月分を保証金としてお預かりさせていただきます。これは料金の滞納があっ 

た場合や退居された時の居室原状回復のための費用として使用させていただきます。残金は全て返金させて 

いただきます。 

（２）ケアハウス東山月額利用料 

対象収入による階層区分 
サービスの提供

に要する費用 
生活費 

居住に要する 

費用 
利用料合計金額 

１ 1,500,000円以下 10,000円 46,090円 21,340円 77,430円 

２ 1,500,001円～1,600,000円 13,000円 46,090円 21,340円 80,430円 

３ 1,600,001円～1,700,000円 16,000円 46,090円 21,340円 83,430円 

４ 1,700,001円～1,800,000円 19,000円 46,090円 21,340円 86,430円 

５ 1,800,001円～1,900,000円 22,000円 46,090円 21,340円 89,430円 

６ 1,900,001円～2,000,000円 25,000円 46,090円 21,340円 92,430円 

７ 2,000,001円～2,100,000円 30,000円 46,090円 21,340円 97,430円 

８ 2,100,001円以上 34,300円 46,090円 21,340円 101,730円 

（３） 11月～3月については暖房費として、1ヶ月につき2,129円を加算します。 

（４）利用料金の支払い方法は、広島県内の金融機関（ゆうちょ銀行を除く）での口座振替とし、毎月後払いで翌月の 

20日に引き落としとなります。なお現金での直接支払いも可能です。 

   （５）施設見学や体験入居も実施しています。お気軽にお問い合わせください。 

（６）特定施設入居者生活介護をご利用の入居者様は、月額利用料の他に、介護保険利用料が発生します。 

介護度別利用料金表  

・要支援者                        ※利用料金は、すべて一割負担です。 

項目 
利用者負担 

備考 
１日の利用単位 １日の利用料金 30日当たり 

基本料 

要支援１ 179単位 約184円 約5,520円  

要支援２ 308単位 約316円 約9,480円  

介護職員処遇改善加算Ⅰ -  - 算定総単位数の３％ 

・要介護者 

項目 
利用者負担 

備考 
１日の利用単位 １日の利用料金 30日当たり 

基本料 

要介護１ 533単位 約547円 約16,410円  

要介護２ 597単位 約613円 約18,390円  

要介護３ 666単位 約684円 約20,520円  

要介護４ 730単位 約750円 約22,500円  

要介護５ 798単位 約820円 約24,600円  

介護職員処遇改善加算Ⅰ - - - 算定総単位数の３％ 

（介護保険基本料金 平成２７年４月１日改正） 

※ケアハウス東山では、個人情報保護に関して、別途対策を立てて取り組んでおります。 


